
議案 第 ２ 号 

 

工事請負変更契約の締結について 

 

 平成３０年第１回山都町議会定例会において議決された、上鶴線道路改良工事のう

ち、契約金額「５５，０８０，０００円」を「５６，１６６，６１０円」に変更する

こととする。 

 

平成３１年 １月 １８日  提出 

 

山都町長  梅 田  穰 

 

 

（提案理由） 

  本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号）第２条の規定により、議

会の議決を経る必要があります。 

  これが、この議案を提出する理由です。 



【資料】 

 

工  事  概  要  

 

１ 工  事  番  号  民安２９国第１号  

 

２ 工   事   名  上鶴線道路改良工事  

 

３ 工  事  場  所  山都町  田小野  地内  

 

４ 当初契約年月日  平成３０年  ３月  ６日  

 

５ 変更契約額   ５６，１６６，６１０円  （増額１，０８６，６１０円）  

 

６ 工  事  内  容  施工延長Ｌ＝１１２ｍ  （1 工区 L=86.0m、2 工区  L=26.0m） 

幅 員 W＝５．０ｍ  

 

土 工 （掘 削 工 ）  V＝６１２ｍ 3  

重 力 式 擁 壁    V＝  ３９ｍ 3  

大 型 ブロック積 工 （控 1 0 0 0 ） L＝７７．１m  A＝２６７ｍ 2  

道 路 用 U 型 側 溝 （ 3 0 0 ）  L＝１４９ｍ  

自 由 勾 配 側 溝 （ 4 0 0 ）    L＝  ４２ｍ  

用 水 トラフ（ 2 5 0 ）       L＝  ３４ｍ  

ボックスカルバート（ 1 8 0 0× 1 2 0 0 ） L＝１４ｍ  

土 留 壁 工  V＝２０ｍ 3  

下 層 路 盤 工  A =５ ６９㎡  

 

７ 契約の相手方   熊本県上益城郡山都町杉木４６５－１  

            大栄企業  株式会社  

            代表取締役  込山  憲太郎  

 

 








